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表紙

第84回
定時株主総会
招 集 ご 通 知

開催日時
2026年６月25日(木）午前10時

（午前９時受付開始予定）

開催場所
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
住友不動産新宿グランドタワー５階
ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございま
せん。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

　

目次
第84回定時株主総会招集ご通知 ………… 1

事業報告 ………………………………… 6
連結計算書類 …………………………… 27
計算書類 ………………………………… 30
監査報告 ………………………………… 33

株主総会参考書類 ………………………… 39
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役6名選任の件
第３号議案 補欠監査役1名選任の件

〈株主総会の運営に関するお知らせ〉
◎今後の状況により株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社

ウェブサイト（https://www.mamiya-op.co.jp/）において、
お知らせいたします。　

証券コード：7991
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招集ご通知

証券コード　7991
（発送日）2026年６月10日

（電子提供措置の開始日）2026年６月3日
株　主　各　位

（本店所在地）
埼玉県飯能市大字新光1番地１
（東京本社）
東京都新宿区西新宿六丁目18番１号

代表取締役社長 関 口 正 夫

◎当社ウェブサイト　　https://www.mamiya-op.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式情報」「株主
総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

◎株主総会書類　掲載ウェブサイト　　https://d.sokai.jp/7991/teiji/

◎東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第84回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第84回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、本招集ご通知（書面）のご送付と併せて、法令及び当社定款第16

条の規定に基づき、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措
置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウ
ェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「マミヤ・オーピー」、
または「コード」に当社証券コード「7991」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/ＰＲ情
報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くだ
さい。）

－ 1 －
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招集ご通知

１. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前１0時

２. 場 所
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
住友不動産新宿グランドタワー５階
ベルサール新宿グランド　コンファレンスセンター

３. 目的事項

報告事項 １. 第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

２. 第84期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４.
招集にあ
たっての
決定事項

１. 議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の
意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

２. インターネットと議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネ
ットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権
行使を有効なものといたします。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月24日（水曜日）午後５時
20分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

以　上

－ 2 －
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招集ご通知

     
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項の記載を含む書面をお
送りしております。

◎電子提供措置事項のうち、事業報告の「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該
体制の運用状況」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」として表示すべき事項につ
きましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面に
は記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は、本書面に記載している事業報告、連結計算書類及
び計算書類を含む監査対象書類を監査しております。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま
す。なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は1ページに記載しております各ウェブサイトにおいて、そ
の旨並びに修正前及び修正後の事項を、また、株主総会の運営方法に大きな変更が生じる場合は当社ウェブ
サイトに、その旨及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎当日ご出席いただいた際にサポートが必要な株主様は、会場スタッフへお声がけください。
◎手話通訳や介助が必要な株主様は、通訳者や介助者１名に限り同伴して出席いただくことができます。ただ
し、通訳者や介助者が議決権を行使したり、質問することはできませんので、ご了承ください。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年6月25日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2026年6月24日（水曜日）
午後５時20分到着分まで

2026年6月24日（水曜日）
午後５時20分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

第１、３号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・
パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能
です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向け
サイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願い
いたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移で
きます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

－ 5 －
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当連結会計年度の事業の状況

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果
当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により景気

が緩やかに回復しておりますが、中東地域における紛争をめぐる情勢、金融資本市場の変動や
米国の通商政策をめぐる動向等の影響にも引き続き注意する必要があります。

このような経済環境の下で当社グループは、「モノづくり」から「コトづくり」への転換を
視野に入れつつ、グループの経営資源を有効に活用し、安定的かつ持続的な成長を実現するた
め、高品質と低コストを兼ね備えた製品の提供や、顧客の抱える課題に対する解決の提案に取
り組み、更なる企業価値の向上を図ってまいりました。

この結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は208億92百万円（前期比
38.0％減）、営業利益は18億83百万円（前期比70.6％減）、経常利益は23億88百万円（前
期比64.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は17億12百万円（前期比63.7％減）とな
りました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりです。
（電子機器事業セグメント）
アミューズメント関連製品につきましては、パチンコホール店舗数は緩やかな減少傾向にあ

るものの、2025年７月に「ラッキートリガー3.0＋」を搭載したスマートパチンコ機器が市場
投入された影響もあり、スマート遊技機の設置台数が順調に伸びたことを追い風として、周辺
機器であるスマート遊技機用ユニットの売上も堅調に推移いたしました。

液晶小型券売機につきましては、新型券売機であるVMT620シリーズが中小企業省力化投資
補助金の対象製品に登録されたことによる販売の促進、リユース品の販売強化及び代理店との
関係強化に継続的に取り組んでおります。

ゴルフ場芝刈機用の自律走行システム「I-GINS」につきましては、新規顧客開拓や既存顧客
との関係性構築の強化を始めとした戦略的な営業活動の実践、提携先と連携した販売体制及び
保守メンテナンス体制の強化並びに自律走行機能の拡充に向けた研究開発に継続的に取り組み
ましたが、芝刈り機車体の不具合対応等の影響を受け、業績は低調に推移いたしました。

システムソリューションにつきましては、AIの研究開発及び要件定義や開発に関する委託先
からの追加の要望にも積極的に取り組み、業績は伸長いたしました。

－ 6 －
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当連結会計年度の事業の状況

モバイルオーダーシステムにつきましては、宣伝広告費を効果的に投入しつつ、顧客のニー
ズに合わせた「CHUUMO」のカスタマイズに積極的に取り組み、獲得案件数が増加いたしま
した。引き続き継続的な代理店開拓による販売チャネルの強化にも注力いたします。

この結果、電子機器事業セグメントの売上高は159億52百万円（前期比40.4％減）、営業利
益は19億75百万円（前期比64.5％減）となりました。

（スポーツ事業セグメント）
スポーツ事業につきましては、主力製品の「LIN-Q」をグローバルブランドと位置付け、認

知度の更なる向上を目指し、国内外での販促活動に注力してまいりました。
国内におきましては、「LIN-Q」ユーザーである海外プロ選手のツアー優勝や、大手クラブ

メーカーの純正シャフトへの採用、YouTubeをはじめとするSNSの活用によるブランド認知度
向上を図るとともに、新製品の「LIN-Q PowerCore BLUE」の発売に伴う販売拡大に取り組
みましたが、原材料等の高騰の影響を受け、業績は低調に推移いたしました。

海外におきましては、契約選手の活躍により棒高跳び用ポールの販売は好調に推移したもの
の、ゴルフ用シャフトの販売は、大手クラブメーカー向けOEM生産の減少並びに米国の関税政
策及び製品価格の値上げによるゴルフ用品市場の低迷の影響を受け、業績は低調に推移いたし
ました。

この結果、スポーツ事業セグメントの売上高は47億３百万円（前期比13.0％減）、営業損失
は28百万円（前期は77百万円の営業利益）となりました。

（不動産事業セグメント）
不動産事業につきましては、保有する賃貸物件の管理体制見直し及び営業強化による収益安

定化の取り組みに加え、老朽化した賃貸物件の入れ替えによるアセット強化や仲介ビジネスの
拡大に取り組んだものの、不動産購入に伴う租税公課の増加や賃貸物件の大規模修繕費用等も
あり、業績は低調に推移いたしました。

この結果、不動産事業セグメントの売上高は２億37百万円（前期比84.6%減）、営業損失は
62百万円（前期は７億57万円の営業利益）となりました。

（剰余金の配当について）
当社は、将来の事業展開と企業体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、自己資本

の充実により事業経営に係るリスクを適切に管理することにより、経営の基本方針のひとつで
ある「利益ある成長」を実現するとともに、株主の皆様には、連結配当性向20～25％を目安
とし、業績を加味した配当を今後の投資予定や財務の状況を総合的に勘案して行うことを利益
配分の基本方針としております。また、当社定款の定めに基づく取締役会決議による自己株式

－ 7 －
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当連結会計年度の事業の状況

の取得を可能とするなど、経営環境の変化に即した機動的な資本政策の推進及び株主還元の拡
充等を図る体制を整備しております。

当事業年度の配当につきましては、スマート遊技機専用ユニットのビジネスが順調に推移し
たこと、並びに上記基本方針に基づき、第84回定時株主総会において株主の皆様のご賛同が
得られましたら、1株当たり50円の期末配当を実施する予定であります。

（資本政策等について）
当社は、資本政策の柱として、連結の自己資本利益率（ROE）８％以上及び連結の総資産利

益率（ROA）５％以上を達成し得る利益を安定的かつ持続的に計上することができる事業構
造を確立することを中長期的な目標として掲げるとともに、現下の業績が好調に推移している
ことを踏まえ、連結のROE12％を当面の目標として設定し、これらの目標を達成し維持すべ
く以下のような取り組みを推進することで、企業価値のさらなる向上を実現し、これによっ
て、安定的かつ持続的に株主様に利益を還元してまいります。

なお、当連結会計年度のROEは6.7％となりました。
(1) ROAの改善

ROAを構成する売上高利益率及び総資産回転率の改善・向上を図るためのアクションプ
ランを事業部門単位（子会社を含む）で策定し、適切な重要業績評価指標（KPI）を設定し
検証する等のPDCAサイクルを通じて、増収・増益及び資産効率改善を進めることによって
目標の達成を図ります。

・新規事業及び新製品開発への投資拡大並びに内部収益率（IRR）に基づく投資意思決定の合
理化（例：船橋医療モールへの投資、I-GINS事業への継続投資、等）

・戦略的マーケティングとイノベーションによる高付加価値製品の展開
・不良品削減、物流費削減等による原価率の引き下げ、並びにリードタイム短縮、在庫削減等

による棚卸資産回転率の改善（例：バングラデシュ工場における継続的な工場設備更新によ
る生産性向上と大幅な受注増、OEM営業推進による工場稼働率向上、等）

・自動化・省人化等を進めることで業務効率及び生産性を向上させることによる、人件費をは
じめとするコストの抑制・圧縮への取り組み（例：電子的文書管理システムの整備による文
書及び業務処理の効率化、等）

(2) 財務レバレッジと財務安全性のバランス最適化
財務レバレッジに過度に依存することなく、余裕ある財務安全性を確保しながら、収益性

及び効率性の向上によってROEの改善を図ることを基本方針といたします。
そして、かかる基本方針の下で、運転資金の安定的確保及びタイムリーな投資のために必
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当連結会計年度の事業の状況

・企業集団の事業セグメント別の売上高の状況 (単位：百万円)

項　目
第83期

（2025年３月期）
第84期

（2026年３月期） 対 前 期 比
増 減 率

金 額 構 成 比 率 金 額 構 成 比 率

電 子 機 器 事 業 26,764 79.4％ 15,952 76.4％ △40.4％

ス ポ ー ツ 事 業 5,405 16.0 4,703 22.5 △13.0

不 動 産 事 業 1,540 4.6 237 1.1 △84.6

合 計 33,709 100.0 20,893 100.0 △38.0

要となる水準の有利子負債維持並びに安定配当及び自社株買い取りによる利益還元及び資本
効率改善を含む、自己資本比率とレバレッジ比率の最適化を意識した企業価値最大化を志向
するバランスのとれた資本政策を展開することで、継続的・安定的に「利益ある成長」を実
現するための健全なバランスシートを維持し、その結果としてROEの持続的な改善を図りま
す。

（注）報告セグメントごとの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は34億48百万円で

あり、その主なものは電子機器製造設備、ゴルフ用品生産設備及び賃貸不動産設備等でありま
す。

③ 資金調達の状況
　　当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額35億円の

コミットメントライン契約を締結しております。
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。
⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。
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財産および損益の状況

区 分 第81期
(2023年３月期)

第82期
(2024年３月期)

第83期
(2025年３月期)

第84期（当期）
(2026年３月期)

売 上 高 (百万円) 15,910 27,394 33,707 20,892

経 常 利 益 (百万円) 2,152 5,488 6,790 2,388

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 1,987 3,852 4,718 1,712

１株当たり当期純利益 (円・銭) 228.61 432.75 458.26 165.82

総 資 産 (百万円) 31,174 38,470 40,626 39,929

純 資 産 (百万円) 16,522 20,593 25,120 26,117

区 分 第81期
(2023年３月期)

第82期
(2024年３月期)

第83期
(2025年３月期)

第84期（当期）
(2026年３月期)

売 上 高 (百万円) 9,434 21,459 26,859 14,834

経 常 利 益 (百万円) 1,480 5,519 6,710 2,471

当 期 純 利 益 (百万円) 1,404 3,683 4,746 1,778

１株当たり当期純利益 (円・銭) 160.02 409.50 456.16 170.38

総 資 産 (百万円) 26,332 33,434 35,477 34,877

純 資 産 (百万円) 13,716 17,476 21,773 22,780

(2) 財産および損益の状況
① 企業集団の財産および損益の状況

（注）当連結会計年度（第84期）の詳細につきましては、前記「１．企業集団の現況 (1) 当連結会計年度の事
業の状況 ①事業の経過および成果」に記載のとおりであります。

② 当社の財産および損益の状況
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重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

エ フ ・ エ ス 株 式 会 社
百万円 ％ 遊技場向けシステム関連事業、

小型自動券売機の販売50 100.0

マミヤITソリューションズ株式会社
百万円 ％ コンピュータソフトウェアの開

発、販売、修理、保守50 100.0

UST Mamiya Japan株式会社
百万円 ％

ゴルフ関連用品の販売10 100.0

マ ミ ヤ エ ス テ ー ト 株 式 会 社
百万円 ％

不動産の売買、賃貸借、仲介10 99.0

株 式 会 社 ネ ク オ ス
百万円 ％

不動産の賃貸借、管理1 100.0

United Sports Technologies 
H o l d i n g s ,  I n c .

千米ドル ％
UST-Mamiya, Inc.の持株会社1 100.0

U S T - M a m i y a ,  I n c .
千米ドル ％

ゴルフ関連用品の販売12,991 100.0
(100.0)

Mamiya-OP (Bangladesh) Ltd.
千タカ ％

ゴルフ関連用品の製造157,095 100.0
(100.0)

(3) 重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

（注）１. 上記「当社の議決権比率」欄において、子会社の議決権のうち当社の他の子会社が所有するもの（以
下、「間接所有の議決権」という。）がある場合、当該子会社の議決権の総数に対する当社所有及び
間接所有の議決権の合計の比率を記載するとともに、間接所有の議決権の合計の比率を（　）内に内
数として示しております。

２. 当社は、連結対象子会社を「重要な子会社」としております。
３．マミヤエステート㈱は、2025年7月1日付で㈱エフ・アイ興産から社名を変更いたしました。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。
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企業集団が対処すべき課題

(4) 企業集団が対処すべき課題
当社グループは、これまで培ってきたマーケットインの視点を大切にした真摯な「モノづく

り」の基盤を大切にしつつ、システムソリューション事業等への経営資源の投入を図ることで
「コトづくり」による競争優位を確立し、事業領域を拡大し盤石の収益基盤を構築し、株主様を
はじめとする当社の全てのステークホルダーの皆様の満足度と社会への貢献度を向上させるべ
く、全社一丸となって邁進してまいります。

さて、当社グループを取り巻く事業環境ですが、まず、電子機器事業の主力である遊技機関連
市場においては、遊技場数の減少など遊技関連市場の縮小トレンドが続くものの、スマート遊技
機の市場導入が進んでおり、既存遊技機からスマート遊技機への入れ替えは今後も継続するもの
と予想しております。

また、スポーツ事業においては、為替や原材料・素材価格の変動、生産拠点であるバングラデ
シュでのコスト上昇、さらには流動的な国際政治情勢などの様々な不安定要素を含む情勢が継続
しております。

残る不動産事業については、首都圏全体で不動産価格が上昇し割安な物件の購入が難しい状況
となっております。

このような事業環境に置かれながらも、当社グループの事業推進を下支えする基盤となる人材
の確保と組織力強化やチャレンジ精神に富んだ企業風土の醸成に取り組む一方で、ICT（情報通
信技術）環境の整備・拡充等による働き方や業務内容、キャリアプランの多様化を考慮した人事
施策の導入やリモートワークの活用等労働環境の整備を推進し、労働生産性の向上や人材育成の
強化等を進めてまいりました。

今後もこれらの取り組みに加え、DXの急速な進展をキャッチアップし新たなビジネスチャン
スを見出すべく、当社グループにおける経営資源の合理的かつ積極的な活用による資本効率及び
事業収益性の高い新規事業領域の開拓や、各事業セグメントにおける以下のような諸施策を強力
に推進することにより、各々の業界動向に左右されない独自の収益基盤の確立に粘り強く取り組
んでまいります。

事業セグメント別の対処すべき課題につきましては、次のとおりであります。
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企業集団が対処すべき課題

【電子機器事業セグメント】
（アミューズメント事業）

・スマート遊技機の市場投入に伴う需要拡大を受け、生産体制の最適化によって機会損失を最
小化いたします。

・OEM主体の事業構造を抜本的に改革すべく、コンサルティング営業を柱とした戦略的マー
ケティングの展開により事業拡大を図ります。

・政府が推進するキャッシュレス決済の社会的潮流を汲み取り、アミューズメント業界が求め
る決済の姿の実現に取り組みます。

（システムソリューション事業）
・ICTソリューション（システム及び製品）の「調査（市場・特許・技術）」「企画立案」

「提案」「システム開発」「インフラ構築」「システム保守」の全てを受託することができ
る体制の構築に努めてまいります。

・継続的な収益源となるソフトウェアソリューション事業への戦略的展開を強力に推進し、新
規顧客基盤の構築を図ります。

・既存顧客との信頼関係の維持強化によるシステム開発案件の安定的な獲得に努めます。
（券売機事業）

・市場ニーズをとらえた新型券売機の市場投入・販売拡大を強力に推進します。
・リユース事業のさらなる展開を図るため、券売機の買取強化を進めつつ、レンタル事業を含

めた更なる拡大を目指します。
（I-GINS事業）

・保守メンテナンス体制の充実強化を図るため、外部業者との連携を強化し、サービス網・サ
ービス体制を拡充するとともに、対応事例に関するデータベースの整備・構築をより一層推
進します。

・利益率を向上させるため、搭載部品更新や部品点数削減等による既存製品の改良を継続的に
進めます。

・搭載車両を多様化することによりメーカー依存度を分散化する事業体制の構築を図ります。
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企業集団が対処すべき課題

【スポーツ事業セグメント】
・UST-Mamiya, Inc.とUST Mamiya Japan㈱との一体的な運営によって、グローバル市場

におけるUSTMamiyaブランドを確立し、認知度向上及び販売拡大を強力に推進します。
・大手クラブメーカーへの大量のOEM供給によって露出度を高めることで、USTMamiyaブ

ランドの認知度とバリューを強化し、高付加価値製品としてのポジションを確立する戦略的
な取り組みをさらに強化します。

・ブランドの露出度向上を目指し、PGA出場選手などの有名選手に使用していただくため、ツ
アーサポートをさらに強化します。

・バングラデシュにおけるコスト上昇に対応するため、工場における人員の適正化及び労働生
産性の改善を推進します。

・QMS（品質管理システム）の構築を進め、品質ロスや品質コストを着実に削減するととも
に、製品の市場競争力を強化します。

【不動産事業セグメント】
・賃貸不動産の適切な管理・運用によって既存顧客との信頼関係を維持強化するとともに、ポ

ータルサイトの積極的な活用や、AI査定を導入することによる仲介業務の効率性、信頼性の
向上を図ります。

・不動産市況の動向を正しく見定め、安定的な賃料収入を目指した新規物件の購入、戸建て、
区分売買などの仲介業務により収益の極大化を図ります。

・ヴィレッジ型医療モールやビル型医療モール等、周辺領域の開発案件への参入も積極的に行
います。

当社グループは、以上のような取り組みを推進するとともに、今後の事業成長の基盤として、
事業管理体制の強化・効率化と経営レベルでの意思決定の効率化の双方が必要不可欠であると認
識しております。

管理体制の強化・効率化という観点では、開発部門を強化し規模を拡大していく一方で、技術
開発等に係る人件費及び原材料価格等の高騰に適切に対応した原価管理の徹底、費用対効果のモ
ニタリングを強化する等、更なるガバナンスの強化を図ってまいります。他方、経営レベルでの
意思決定の効率化という観点においては、業務執行機能と管理監督機能の分離と適切な権限委譲
を通じ、経営の意思決定と業務執行のスピードアップを図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い
申し上げます。
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主要な事業内容

事 業 セ グ メ ン ト 主要製品および事業内容

電 子 機 器 事 業
遊技機関連機器、小型自動券売機、紙幣搬送システム、紙幣識別機、自律走行シ
ステム等の開発、製造及び販売、遊技システムの設置・保守、ソフトウェアの開
発・保守等

ス ポ ー ツ 事 業 ゴルフ関連用品、遮断桿、矢及び弓(洋弓用)、棒高跳びポールの製造及び販売

不 動 産 事 業 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等

本店・工場：埼玉県飯能市大字新光１番地１
東 京 本 社：東京都新宿区西新宿六丁目18番１号

住友不動産新宿セントラルパークタワー

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

(6) 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
１. 当社

２. 主要な子会社の事業所
① エフ・エス株式会社（電子機器事業）

東京都新宿区
② マミヤITソリューションズ株式会社（電子機器事業）

東京都新宿区
③ UST Mamiya Japan株式会社（スポーツ事業）

東京都千代田区
④ マミヤエステート株式会社（不動産事業）

東京都新宿区
⑤ 株式会社ネクオス（不動産事業）

埼玉県飯能市
⑥ United Sports Technologies Holdings, Inc.（スポーツ事業)

アメリカ合衆国
⑦ UST-Mamiya, Inc.（スポーツ事業）

アメリカ合衆国
⑧ Mamiya-OP (Bangladesh) Ltd.（スポーツ事業）

バングラデシュ人民共和国
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使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

電 子 機 器 事 業 178（30）名 11名減（5名増）

ス ポ ー ツ 事 業 1,291（８）名 97名減（1名増）

不 動 産 事 業 0（1）名 0名（1名増）

全 社 ( 共 通 ) 35（7）名 0名（1名増）

合計 1,504（46）名 108名減(8名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

134名 3名減 42.9歳 14.1年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー
プへの被出向者を含む。）であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。

２. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託の従業員を含み、派遣社員を除いております。
３. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

－ 16 －
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,200 (200) 百万円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 1,572 (120)

株 式 会 社 静 岡 銀 行 1,384 (－)

株 式 会 社 足 利 銀 行 1,064 (200)

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 926 (－)

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 798 (－)

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. （　）内は、㈱りそな銀行を幹事とするシンジケートローン契約により借入れた総額14億円の当期
末残高であります。

２. 上記金額には、社債（私募債）の未償還額を含んでおります。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 15,000,000株
② 発行済株式の総数 10,508,670株
③ 株主数 9,903名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 デ ー タ ・ ア ー ト 3,974,700株 38.08％

Ambition Capital １号投資事業有限責任組合 1,246,500株 11.94％

Ｊ － Ｎ Ｅ Ｔ 株 式 会 社 230,400株 2.21％

I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C 208,600株 2.00％

Ambition Capital １号投資事業有限責任組合 173,000株 1.66％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 131,700株 1.26％

Ｍ Ｕ Ｒ Ａ Ｋ Ａ Ｍ Ｉ 　 Ｔ Ａ Ｋ A Ｔ Ｅ Ｒ Ｕ 91,000株 0.87％

サ ク サ 株 式 会 社 65,000株 0.62％

株 式 会 社 Ｍ Ｉ ２ 49,100株 0.47％

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 46,700株 0.45％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を71,000株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３. J-NET㈱が所有する株式は、会社法第308条第１項及び会社法施行規則第67条の規定により議決権を

有しておりません。
４. Ambition Capital １号投資事業有限責任組合が第２位及び第５位に記載されておりますが、株主名

簿のとおりに記載をしております。また、同組合の保有株式の管理権限を有する丹野裕介氏及び㈱デ
ータ・アートが、2026年1月27日付でそれぞれ公衆の縦覧に供した大量保有報告書に関する変更報
告書において、共同して当該株式に係る議決権その他の権利を行使する契約を締結した旨が記載され
ております。同組合と㈱データ・アートを合計した保有株式数は5,394,200株、持株比率（自己株式
控除後）は51.68％となります。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　該当事項はありません。

－ 18 －
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会社役員の状況

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 関 口 正 夫 エフ・エス㈱代表取締役社長
マミヤITソリューションズ㈱代表取締役社長

常 務 取 締 役 樋 口 常 洋 経営企画本部担当 兼 経営企画本部長
スキャロボ事業本部担当

常 務 取 締 役 篠 田 高 徳 電子機器事業本部担当 兼 電子機器事業本部長
特許戦略室担当

取 締 役 水　谷　富士也 J-NET㈱常務取締役

取 締 役 寺 本 𠮷 男 寺本法律会計事務所代表

取 締 役 河 邉 有 二

常 勤 監 査 役 福 田 　 誠

監 査 役 國 府 田 　 智 國府田智税理士事務所代表

監 査 役 松 竹 直 喜 ㈱カズコーポレーション 代表取締役

(2) 会社役員の状況
① 取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役寺本𠮷男氏及び河邉有二氏は、社外取締役であります。
２. 監査役國府田智氏及び松竹直喜氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役福田誠氏は、当社執行役員総務部長及び当社子会社役員を歴任するとともに、長く当社IR

責任者を務め、またJ-SOX導入を主導し、2019年から監査役就任までは監査室長を兼務するなど、
財務及び会計並びに内部監査に関する相当程度の知見を有するものであります。

４. 監査役國府田智氏は、国税庁において、東京国税局査察部審理課長、品川税務署長等を歴任し、現在
は税理士事務所代表を務めるなど、税務並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもので
あります。

５. 監査役松竹直喜氏は、公認会計士として監査業務に従事した経験を活かし、経営コンサルタント業の
代表取締役を務め、上場企業の社外取締役（監査委員）を兼務するなど、会計のみならず各種コンサ
ルティング業務等に関する相当程度の知見を有するものであります。

６. 当社は、社外取締役寺本𠮷男氏及び河邉有二氏並びに社外監査役國府田智氏及び松竹直喜氏を東京証
券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

７. 重要な兼職に該当するものとしての判断基準を以下のとおりとし、これらを原則的な基準として、重
要性につき総合的に判断し記載しております。
①当該役員が兼職先の代表者である場合
②兼職が主な職業（本職）である場合
③兼職先において重要な職務を担当している場合
④兼職先と当社または当社連結子会社との間に、一定の取引関係がある場合

８. 当事業年度中の監査役の異動は次のとおりであります。
2025年6月26日開催の第83回定時株主総会において、監査役松竹直喜氏は新たに監査役に選任され
就任いたしました。

② 事業年度中に退任した取締役および監査役
監査役髙田祐三氏は、2025年6月26日をもって監査役を辞任いたしました。

③ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

④ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。その契約の内容の概要等は以下のとおりであります。
イ. 被保険者の範囲

当社及び当社子会社の取締役及び監査役
ロ. 保険契約の内容の概要

当該保険契約により被保険者の行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求
がなされたことによって被保険者が被る損害を塡補することとしております。ただし、被
保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等
に起因する損害等については、塡補の対象としないこととしております。なお保険料は全
額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

－ 20 －
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会社役員の状況

⑥ 取締役および監査役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2024年３月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりです。
a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持
し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすこと
への意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、取締役の報酬は、基本報酬
等としての固定報酬及び追加報酬の支給の他に、株価変動のメリットとリスクを株主様
と共有することにより、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を高める目的でス
トックオプションとしての新株予約権を付与するものとする。

また、取締役の報酬の内容について株主様をはじめとするステークホルダーに対する
説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観
性及び透明性を備えるものとする。

b. 取締役の個人別の基本報酬等（金銭報酬等であり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等
のいずれでもないもの。以下同じ。）の額またはその算定方法の決定方針（報酬等を
与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬等は、月例の固定報酬と追加報酬で構成される。月例の固定

報酬は、年額の固定報酬を12分割して毎月支給するものとする。年額の固定報酬の額
は、取締役会によって決定する一定の基準（「取締役報酬額決定に係る基準」等）に基
づき、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案し
て、適宜、見直しを図るものとする。追加報酬は、月例の固定報酬を基準とし、取締役
会において定める時期に支給することができるものとする。具体的には、取締役報酬額
決定に係る基準等に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、取締役会において一任
をうけた代表取締役社長が具体的な支給額を決定する。
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会社役員の状況

c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数またはその算定方法
の決定方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社は、利益や株価等のパフォーマンス指標に連動する業績連動報酬等は採用してい

ない。当社は、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的向上を図るインセンティブを
付与し、株主重視の経営意識の高揚を図るため、非金銭報酬等として、取締役を対象と
した株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、株主総会で決議された総枠
の範囲内で報酬として支給する。個人別の額等については「株式報酬型ストックオプシ
ョン規程」等に基づき決定し、毎年一定の時期に新株予約権を付与する。ストックオプ
ションの公正価値は、ブラック・ショールズ・モデル等、相当な根拠により算定の上、
決定することとする。

d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬
等の額に対する割合の決定方針

⑴ 取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を
有する他社の動向等を踏まえて決定することとする。

⑵ 当社は、基本報酬等として、「取締役報酬額決定に係る基準」に基づき、各取締役
の役位、職責等に応じて、基本報酬等の金額を決定するものとし、その割合は、概
ね、個々の取締役の個人別の報酬額の80％～100％の範囲とする。

⑶ 当社は、非金銭報酬等として、取締役を対象とした株式報酬型ストックオプション
としての新株予約権を報酬として付与するものとし、「株式報酬型ストックオプシ
ョン規程」等に基づき、役位別報酬月額相当額に役位別係数を乗じて得た額を、第
三者機関が算定したストックオプションの公正価値で除して得た付与株式数を、単
元株式数である100株で除して得た数の新株予約権を付与するものとし、その割合
は、概ね、個々の取締役の個人別の報酬額の0％～20％の範囲とする。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容の

決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬等の額に
つき、当社の業績及び取締役会で決議した一定の基準（「取締役報酬額決定に係る基
準」等）を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役
位、職責等に応じて決定するものとする。なお、代表取締役社長は、当該決定にあた
り、社外取締役及び社外監査役の意見を求めるものとする。
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区 分 報酬等の総額
（ 百 万 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 百 万 円 ） 対 象 と な る
役 員 の 員 数
（ 名 ）基 本 報 酬 等 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

84
（８）

70
（８） ― 13

（０）
６

（２）

監 査 役
（うち社外監査役）

24
（９）

24
（９） ― ― ４

（３）

合 計
（うち社外役員）

108
（18）

95
（17） ― 13

（０）
10

（５）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上表には、2025年６月26日開催の第83回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名（う
ち社外監査役１名）を含んでおります。

２. 非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であり、その内容は、１頁に記
載のウェブサイトに掲載している「第84回定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項（交
付書面省略事項） 事業報告 新株予約権等の状況」に記載しております。

３. 取締役の報酬限度額は、1992年６月26日開催の臨時株主総会において年額２億50百万円以内と決
議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の
員数は、12名（うち、社外取締役は０名）です。
また金銭報酬とは別枠で2021年６月29日開催の第79回定時株主総会において、取締役に対して、
ストックオプション報酬額として年額２億50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会
終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は２名）です。

４. 監査役の報酬限度額は、1997年６月27日開催の第55回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

５. 取締役会は、代表取締役社長 関口正夫氏に対し、取締役会において毎年決定する「取締役報酬額決
定に係る基準」に基づき、各取締役の役位、職責等に応じて、各取締役の基本報酬の額を決定するこ
とを委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務執行及び業
務遂行について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

６. 表中の金額について、百万円未満の金額は「０」を表示しております。
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区 分 氏 名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社 外 取 締 役 寺 本 𠮷 男

当事業年度にて開催された取締役会全13回の全てに出席いたしました。
寺本𠮷男氏は、長年にわたる弁護士業務を通じて得た豊富な経験と専門的知

識を活かし、取締役会において法務・コンプライアンスに関する専門的な立場
から監督・助言を行うことを期待されており、その役割・責務を適切に果たす
ことにより、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保することに貢献しており
ます。

社 外 取 締 役 河 邉 有 二

当事業年度にて開催された取締役会全13回の全てに出席いたしました。
河邉有二氏は、長年の警察行政並びに大手GMSグループ会社の監査役とし

てのキャリアを通じて得た豊富な実績並びに経験を活かし、取締役会において
法務・コンプライアンスやリスク管理に関する専門的な立場から監督・助言を
行うことを期待されており、その役割・責務を適切に果たすことにより、当社
の意思決定の妥当性・適正性を確保することに貢献しております。

社 外 監 査 役 國 府 田 　 智

当事業年度にて開催された取締役会全13回の全てに、また、監査役会全14
回のうち13回に出席いたしました。

国税庁勤務によって得た財務・会計及び税務全般にわたる豊富な知識と経験
を活かし、取締役会において取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための発言を行っております。また監査役会において、適宜必要な発言を行っ
ております。

社 外 監 査 役 松 竹 直 喜

2025年6月26日就任以降、当事業年度にて開催された取締役会10回のうち
9回に、また、監査役会10回の全てに出席いたしました。

公認会計士や経営コンサルティング業の代表取締役としてのキャリアを通じ
て得た豊富な知識と経験を活かし、取締役会において取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。また監査役会におい
て、適宜必要な発言を行っております。

⑦ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等における重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役寺本𠮷男氏は、寺本法律会計事務所代表であります。当社と兼職先との間に
特別な関係はありません。

・社外取締役河邉有二氏は、他の法人等における重要な兼職はありません。
・社外監査役國府田智氏は、國府田智税理士事務所代表であります。当社と兼職先との間

に特別な関係はありません。
・社外監査役松竹直喜氏は、株式会社カズコーポレーションの代表取締役であります。当

社の兼職先との間に特別な関係はありません。
ロ. 当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況等

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が2回ありました。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 29,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円

(3) 会計監査人の状況
① 名　　　称　　　　　　　　　　　　普賢監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての
報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いた
しました。

3. 当社の重要な子会社のうち、United Sports Technologies Holdings, Inc.及びUST-Mamiya, Inc.
については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当す
る資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいずれ

かの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、
監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定
に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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2026/05/29 9:25:54 / 25301554_マミヤ・オーピー株式会社_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況

⑥ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
販 売 用 不 動 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金 

22,248,069
10,342,901

4,377
3,490,786

469,009
1,797,103

902,236
3,863,415

265,659
1,118,672

△6,093
17,681,130

8,802,812
1,764,326

378,074
169,777

5,378,856
319,075
792,702
196,830
196,830

8,681,487
6,456,559

671,589
1,056,090

35,563
470,209
△8,525 

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 5,760,366

買 掛 金 1,728,550
電 子 記 録 債 務 492,098
短 期 借 入 金 400,000
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 200,000
1年内返済予定の長期借入金 2,318,579
未 払 法 人 税 等 40,674
賞 与 引 当 金 123,053
そ の 他 457,409

固 定 負 債 8,051,760
社 債 700,000
長 期 借 入 金 5,473,085
繰 延 税 金 負 債 477,583
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 43,750
退 職 給 付 に 係 る 負 債 990,484
そ の 他 366,858

負 債 合 計 13,812,127
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 23,673,364

資 本 金 4,804,323
資 本 剰 余 金 1,030,685
利 益 剰 余 金 18,099,065
自 己 株 式 △260,708

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 2,372,247
その他有価証券評価差額金 1,057,076
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 34,857
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,280,313

新 株 予 約 権 60,890
非 支 配 株 主 持 分 10,569
純 資 産 合 計 26,117,072

資 産 合 計 39,929,200 負 債 ・ 純 資 産 合 計 39,929,200

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

(単位：千円)
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連結損益計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 20,892,799
売 上 原 価 15,055,226

売 上 総 利 益 5,837,572
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,953,788

営 業 利 益 1,883,784
営 業 外 収 益

受 取 利 息 80,617
受 取 配 当 金 151,253
為 替 差 益 50,083
出 資 金 運 用 益 221,778
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 102,875
そ の 他 36,377 642,984

営 業 外 費 用
支 払 利 息 107,295
資 金 調 達 費 用 24,000
そ の 他 6,772 138,067
経 常 利 益 2,388,701

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,750 1,750

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 1,802
減 損 損 失 43,508
投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,001 59,311

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,331,140
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 584,412
法 人 税 等 調 整 額 33,920 618,332
当 期 純 利 益 1,712,807
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 143
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,712,663

連 結 損 益 計 算 書

(単位：千円)

－ 28 －



2026/05/29 9:25:54 / 25301554_マミヤ・オーピー株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,804,323 1,030,685 17,430,249 △ 259,404 23,005,853

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 ―

剰 余 金 の 配 当 △ 1,043,847 △ 1,043,847

親会社株主に帰属する当期純利益 1,712,663 1,712,663

自 己 株 式 の 取 得 △ 1,304 △ 1,304

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 668,815 △ 1,304 667,511

当 期 末 残 高 4,804,323 1,030,685 18,099,065 △ 260,708 23,673,364

その他の包括利益累計額
新株

予約権
非支配

株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額

当 期 首 残 高 783,637 △ 22,746 1,296,191 2,057,083 47,320 10,425 25,120,683

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 ― ―

剰 余 金 の 配 当 ― △ 1,043,847

親会社株主に帰属する当期純利益 ― 1,712,663

自 己 株 式 の 取 得 ― △ 1,304

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 273,439 57,603 △ 15,877 315,164 13,569 143 328,878

当 期 変 動 額 合 計 273,439 57,603 △ 15,877 315,164 13,569 143 996,389

当 期 末 残 高 1,057,076 34,857 1,280,313 2,372,247 60,890 10,569 26,117,072

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他　

19,192,187
9,057,651

4,377
2,817,973

410,671
1,335,157

816,639
3,059,510

801,194
889,011

15,685,141
3,772,601

518,216
22,708

112,375
105,851

7,054
2,989,245

17,151

37,834
37,834

11,874,705
3,852,366
2,921,090
1,049,960

433,333
3,330,731

287,223　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 5,177,586

買 掛 金 1,751,104
電 子 記 録 債 務 487,763
短 期 借 入 金 200,000
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 200,000
1年内返済予定の長期借入金 2,275,318
賞 与 引 当 金 48,757
そ の 他 214,643

固 定 負 債 6,919,305
社 債 700,000
長 期 借 入 金 5,279,344
繰 延 税 金 負 債 229,070
退 職 給 付 引 当 金 594,067
そ の 他 116,823
負 債 合 計 12,096,892
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 21,769,367
資 本 金 4,804,323
資 本 剰 余 金 1,030,685

資 本 準 備 金 845,575
そ の 他 資 本 剰 余 金 185,109

利 益 剰 余 金 16,000,755
利 益 準 備 金 541,793
そ の 他 利 益 剰 余 金 15,458,962

繰 越 利 益 剰 余 金 15,458,962
自 己 株 式 △ 66,396

評 価 ・ 換 算 差 額 等 950,179
その他有価証券評価差額金 950,179

新 株 予 約 権 60,890
純 資 産 合 計 22,780,437

資 産 合 計 34,877,329 負 債 ・ 純 資 産 合 計 34,877,329

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）

(単位：千円)
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損益計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 14,834,663
売 上 原 価 11,049,814
売 上 総 利 益 3,784,849

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,047,584
営 業 利 益 1,737,265

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 500,234
為 替 差 益 122,031
出 資 金 運 用 益 221,778
そ の 他 17,532 861,576

営 業 外 費 用
支 払 利 息 97,506
資 金 調 達 費 用 24,000
そ の 他 6,189 127,695
経 常 利 益 2,471,146

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 121
投 資 有 価 証 券 評 価 損 66,714 66,835
税 引 前 当 期 純 利 益 2,404,310
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 539,675
法 人 税 等 調 整 額 86,174 625,849
当 期 純 利 益 1,778,460

損　益　計　算　書

(単位：千円)
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株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,804,323 845,575 185,109 1,030,685 541,793 14,724,348 15,266,142 △ 65,092 21,036,058

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 —

剰 余 金 の 配 当 △1,043,847 △1,043,847 △1,043,847

当 期 純 利 益 1,778,460 1,778,460 1,778,460

自己株式の取得 △1,304 △1,304

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） —

当 期 変 動 額 合 計 — — ― ― ― 734,613 734,613 △1,304 733,309

当 期 末 残 高 4,804,323 845,575 185,109 1,030,685 541,793 15,458,962 16,000,755 △66,396 21,769,367

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 690,605 690,605 47,320 21,773,984

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 —

剰 余 金 の 配 当 △1,043,847

当 期 純 利 益 1,778,460

自己株式の取得 △1,304

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 259,574 259,574 13,569 273,143

当 期 変 動 額 合 計 259,574 259,574 13,569 1,006,452

当 期 末 残 高 950,179 950,179 60,890 22,780,437

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

指定社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 　 達 哉
指定社員
業務執行社員 公認会計士 髙 橋 　 弘

独立監査人の監査報告書
2026年５月26日

マミヤ・オーピー株式会社
取締役会　御中

普賢監査法人
　東京都千代田区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、マミヤ・オーピー株式会社の2025年４月１日か
ら2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、マミヤ・オーピー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

指定社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 　 達 哉
指定社員
業務執行社員 公認会計士 髙 橋 　 弘

独立監査人の監査報告書
2026年５月26日

マミヤ・オーピー株式会社
取締役会　御中

普賢監査法人
　東京都千代田区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マミヤ・オーピー株式会社の2025年４月
１日から2026年３月31日までの第84期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第84期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２） 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

監査役会の監査報告

－ 37 －
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人普賢監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人普賢監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月27日

マミヤ・オーピー株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 福 田 　 誠 ㊞
社 外 監 査 役 國府田　　智 ㊞
社 外 監 査 役 松 竹 直 喜 ㊞

　
以　上

－ 38 －
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剰余金処分議案

第１号議案 剰余金処分の件

株主総会参考書類

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考えており、安定配当の維持
を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第84期の期末配当をいたした
いと存じます。
期末配当に関する事項

（１）配当財産の種類
金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は521,883,500円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日といたしたいと存じます。

－ 39 －
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取締役選任議案

第２号議案 取締役６名選任の件

候補者番号

１
　

せ き

関
 

　
ぐ ち

口
 

　
ま さ

正
 

　
お

夫 再任 独立 再任
　

生年月日
1957年７月８日生

所有する当社の株式の数
1,800株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2006年    6 月 当社監査役
    2007年    6 月 ㈱データ・アート 代表取締役専務
    2011年    4 月 ㈱ｹﾞｰﾑｶｰﾄﾞ・ｼﾞｮｲｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (現 ㈱ｹﾞｰﾑｶｰﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ) 取締役
    2017年    6 月 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ㈱ (現 J-NET㈱) 代表取締役社長
    2022年    6 月 当社代表取締役社長 (現任)

エフ・エス㈱ 代表取締役社長 (現任)
マミヤITソリューションズ㈱ 代表取締役社長 (現任)

　
（取締役候補者とした理由）

関口正夫氏は、2006年６月から10年間にわたり当社監査役を務めるなど当社及び当社グループの事業を
熟知し、また、長く企業会計に係る実務に携わり、さらには遊技関連事業を営む数社の役員を歴任する等、
当該業界に精通するとともに、会社代表者としての豊富な経験と人脈を有することから、当社グループの中
長期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６
名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

－ 40 －
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取締役選任議案

候補者番号

２
　

お お

大
 

　
き

木
 

　
や す

康
 

　
ま さ

正 再任 独立 新任
　

生年月日
1970年5月5日生

所有する当社の株式の数
0株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1993年４月 日本生命保険相互会社 入社
2004年３月 同社 国際業務部 米国日本生命出向
2009年３月 同社 総合法人第一部 法人部長
2016年３月 同社 団体年金部 確定拠出年金コールセンター センター長
2019年３月 同社 法人営業企画部 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱﾌｨﾆﾃｨ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱出向 代表取締役副社長
2024年３月 同社 神奈川法人営業部 部長
2026年４月 当社入社 顧問 (現任)
　

（取締役候補者とした理由）
大木康正氏は、日本生命保険相互会社で要職を歴任し、法人業務を中心とした豊富な営業・実務経験と高

い見識、海外経験にて培ってきたグローバルな視点、並びに国内法人の代表取締役副社長としての卓越した
経営能力を兼ね備えており、当社グループの持続的な成長及びの中長期的な企業価値の向上に貢献できる人
物と判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号

３
　

し の

篠
 

　
だ

田
 

　
た か

高
 

　
の り

徳 再任 独立 再任
　

生年月日
1961年9月23日生

所有する当社の株式の数
3,000株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1985年    4 月 当社入社
    2008年    5 月 当社営業本部システム機器営業部長
    2015年    6 月 当社取締役
    2015年    7 月 当社電子事業統括本部長
    2018年    7 月 当社技術開発本部長
    2023年    6 月 当社常務取締役 (現任)

2025年    7 月 当社電子機器事業本部長
（担当事業等）電子機器事業本部、特許戦略室
　

（取締役候補者とした理由）
篠田高徳氏は、当社グループの主力事業である遊技関連機器事業において、長く営業部長を務め当該市場

を知悉し豊富な経験と優れた実績を有しており、当社グループの電子機器事業に係る開発・製造を含めた経
営戦略の策定・推進に貢献しておりますことから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

－ 41 －
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取締役選任議案

候補者番号

４
　

な い

内
 

　
と う

藤
 

　
あ き

暁　
ひ こ

彦 再任 独立 新任
　

生年月日
1967年4月25日生

所有する当社の株式の数
0株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1991年４月 ㈱協和埼玉銀行（現 ㈱りそな銀行・㈱埼玉りそな銀行）入行
2011年１月 同行 田無支店 支店長
2018年４月 同行 池袋支店 支店長
2020年４月 同行 名古屋営業本部 本部長
2023年６月 マミヤＩＴソリューションズ㈱ 取締役
2024年６月 エフ・エス㈱ 専務取締役
2025年２月 ㈱エフ・アイ興産(現 マミヤエステート㈱) 代表取締役社長 (現任)
2025年７月 当社執行役員管理本部長 (現任)
　

（取締役候補者とした理由）
内藤暁彦氏は、当社メインバンクであるりそな銀行において要職を歴任するなど、金融・財務に関する高

度な専門知識に加え、企業の経営を金融界からサポートしてきた知見とマネジメント力を有しております。
現在は執行役員管理本部長として専門知識に裏付けされた知見とマネジメント力を発揮しており、当社グル
ープの中期的な企業価値の向上に貢献できる人物と判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

候補者番号

５
　

て ら

寺
 

　
も と

本
 

　
よ し

𠮷
 

　
お

男 再任 社外 独立
　

生年月日
1960年２月１日生

所有する当社の株式の数
0株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1987年    4 月 弁護士登録
    1993年    4 月 寺本法律会計事務所開設 代表 (現任)
    2004年    4 月 第一東京弁護士会副会長
    2010年    4 月 日本弁護士連合会常務理事
    2015年    6 月 当社社外取締役 (現任)

　
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

寺本𠮷男氏は、第一東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事を歴任し、企業法務及びコンプライ
アンスを知悉するなど、弁護士としての豊富な実績と高い識見を有しております。過去に社外役員となるこ
と以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、法務・コンプライアンスに関する専門的な観
点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待しており、経営の健全性確保に貢献する
ことなどを通じて当社社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、同氏を引き続き社外取締
役候補者といたしました。

－ 42 －
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取締役選任議案

候補者番号

６
　

か わ

河
 

　
べ

邉
 

　
ゆ う

有
 

　
じ

二 再任 社外 独立
　

生年月日
1957年10月25日生

所有する当社の株式の数
0株 　

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2010年    1 月 愛知県警察本部長
    2012年    8 月 警察庁長官官房審議官 (警備局担当)
    2013年    8 月 内閣官房内閣衛星情報センター次長
    2016年    5 月 イオンリテール㈱監査役
    2017年    5 月 イオンディライト㈱監査役
    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）

　
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

河邉有二氏は、警察庁入庁以来35年の長きにわたり警察行政に携わった後、大手GMSグループ会社の監
査役を歴任するなど、企業経営並びに公益確保に係る豊富な経験と高い識見を有しており、法務・コンプラ
イアンスやリスク管理の観点を含む取締役の職務執行に対する監督・助言を通じて社外取締役としての職務
を適切に遂行し、当社グループにおける健全かつ有効な企業経営に貢献することが期待できる人材であると
判断したことから、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社と当社の連結対象子会社との資本関係については、事業報告における「１．企業集団の現況 (3) 

重要な子会社の状況」に記載したとおりであります。
３. 寺本𠮷男氏及び河邉有二氏は、社外取締役候補者であります。また、両氏は現在、当社の社外取締役

でありますが、両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって寺本𠮷男氏が11
年、河邉有二氏が3年となります。

４. 当社は、寺本𠮷男氏及び河邉有二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定して届け出てお
ります。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員に指定する予定であります。

５. 社外取締役候補者と当社との間で、責任限定契約を締結する予定はありません。
６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して

おり、被保険者である当社及び当社子会社の取締役の行った行為に起因して、被保険者に対して損害
賠償請求がなされたことによって被保険者が被る損害を塡補することとしております。各候補者が取
締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

７. 事業報告における「２．会社の現況 (2) 会社役員の状況①取締役および監査役の状況（注）7」に記
載のとおり、当社役員の重要な兼職の判断基準に従い、取締役候補者の略歴につきましても、株主様
に取締役としての適性をご判断いただくにあたり重要と考える兼職状況及び略歴を記載しておりま
す。

－ 43 －
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補欠監査役選任議案

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

す ぎ

杉
 

　
さ わ

沢
 

　
ゆ う

結
 

　
き

樹 新任 補欠 社外
　

生年月日
1985年１月３日生

所有する当社の株式の数
0株 　

略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
2011年12月　 コスモ・イーシー㈱入社
2015年  1月　 ㈱セキュア・テック監査役（現任）
2016年10月　 日宝建設工業㈱監査役（現任）
2021年  4月　 当社社外監査役

　
（補欠の監査役候補者とした理由）

杉沢結樹氏は、10年以上にわたり財務及び会計並びに税務に係る業務に従事し、日宝建設工業㈱
の社外監査役を務めるなど、当該業務に係る豊富な知識と経験を有しております。これらのことか
ら、監査役に欠員が生じた場合、当社監査体制にその知識及び経験を活かし、社外監査役としての
職務を適切に遂行できると判断したことから、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするも
のであります。

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づ
き、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

（注）１．杉沢結樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．杉沢結樹氏は㈱セキュア・テックの監査役であり、同社は当社との間に取引関係があります。
３．杉沢結樹氏はコスモ・イーシー㈱の使用人であり、同社は当社との間に取引関係があります。
４．杉沢結樹氏は補欠の社外監査役候補者であります。
５．杉沢結樹氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合は、独立役

員として同取引所に届け出る予定であります。
６．杉沢結樹氏が社外監査役に選任された場合、同氏と当社との間で責任限定契約を締結する予定はありません。
７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である

当社及び当社子会社の監査役の行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が
被る損害を塡補することとしております。候補者が補欠監査役に選任後、社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被
保険者となります。

８．事業報告における「２．会社の現況 (2) 会社役員の状況 ①取締役および監査役の状況（注）７」に記載のとおり、当社役
員の重要な兼職の判断基準に従い、補欠監査役候補者の略歴につきましても、株主様に監査役としての適性をご判断いただ
くにあたり重要と考える兼職状況及び略歴を記載しております。

以　上
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地図

日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

会場
〒160-0023　東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
住友不動産新宿グランドタワー５階
ベルサール新宿グランド　コンファレンスセンター
ＴＥＬ　03-3362-4792

交通のご案内
東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅　出口１より徒歩３分
都営地下鉄大江戸線「都庁前」駅　Ｅ４出口より徒歩７分
ＪＲ「新宿」駅　Ａ18出口より徒歩15分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図

成子天神社
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